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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会中間取りまとめ

（普及啓発に関する部分）

（３）国民への普及啓発の一層の促進について

浄化槽は、経済性・効率性に優れた生活排水処理施設として、多くの自治体におい

て整備が進められているが、今後の浄化槽整備の中心が中山間地域となることを考え

れば、経済性・効率性に優れた浄化槽の特長がますます発揮されることが期待される。

また、浄化槽が整備され、適正に維持管理されることにより、清流が回復し、ホタルが

棲む水辺環境が復活した地域もあるなど、水環境の改善を身近に実感することができ

ることも浄化槽の特長である。

しかしながら、こうした浄化槽の機能や特長については、関係者の長年の努力にも

かかわらず、理解が十分に行き渡っているとは言えない状況にある。具体的には、自

治体の関係者の中には浄化槽が「つなぎ施設」であるとの認識が残っており、必ずしも

浄化槽の整備に積極的でないとか、あるいは、浄化槽管理者から浄化槽の維持管理

の必要性について理解が得られておらず、これが法定検査の受検率が低迷する一因

ではないか、との指摘がある。

このため、浄化槽の整備促進、適正な維持管理の確保のためには、法制度の整備

や予算面の拡充だけでなく、浄化槽本来の機能や特長、維持管理の重要性につい

て、自治体や浄化槽管理者を始めとする地域住民の理解と協力が最も重要である。今

後も浄化槽タウンミーティングやトップセミナーなどを活用して、関係団体の協力を得

ながら、一層の啓発活動を実施していくことが必要である。

さらに、浄化槽は、し尿や生活雑排水を、その排出者である住民が暮らしているとこ

ろで処理することから、日常生活による環境負荷、水環境の汚染などについて考えるき

っかけを与えるものである。地球規模の環境問題もその原因をたどれば日常生活や事

業活動に起因することを考えると、こうした浄化槽の特長を活用することは有効である。

しかし、環境保全活動・環境教育推進法の制定を機に、地域住民の諸活動や学校教

育の場において、環境保全のための様々な取組がなされているが、小中学校の教科

書において浄化槽を取り上げているものが全くないなど、浄化槽に関する活動は盛ん

とは言えない。国民一人一人が水を大切に使いつつ水を守り育てる気運を高めるため

にも、このような機会に浄化槽が積極的に取り上げられることを通じて、浄化槽の機能

や特長について一層の理解を求めることが必要である。


